
 

 

第１０回東海第二地域原子力防災協議会作業部会 

議事次第 

 

 

１ 開催日時 

令和２年１０月１９日（月） １４：３０～ 

 

２ 開催場所 

茨城県庁６階災害対策室 

 

３ 議題 

(1)  「感染症の流行下での原子力災害時における防護措置の実施ガイドライン

（案）」について 

    

(2) その他 
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はじめに 

 

今般の新型コロナウイルスのような感染症の流行

下において、万が一、原子力災害が発生した場合、住

民等の被ばくによるリスクとウイルスの感染拡大に

よるリスクの双方から、国民の生命・健康を守ること

を最優先とすることが求められる。 

そのため、原子力災害時においては、各地域の緊急

時対応等に基づく防護措置と、新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づく行動計画等による感染症防

止対策を可能な限り両立させ、感染症流行下での原子

力災害対策に万全を期すこととする。 

内閣府（原子力防災担当）では、令和２年６月２日

に、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の

流行下での原子力災害時における防護措置の基本的

な考え方 1を示している。本ガイドラインでは、避難

や屋内退避等の各種防護措置を実施する際に留意す

べき点等を具体的に記載する。 

地方公共団体等においては、訓練実施等を通じて本

ガイドラインを利活用し、各地域の実状を踏まえた適

切な対応がとられるよう備えが進むことを期待する。 

                                                      
1 「新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害時における防
護措置の基本的な考え方について」（令和２年６月２日 内閣府政策統括官（原子力防災
担当）） 
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なお、原子力災害時における防護措置の実施に当た

っては、原子力災害対策指針の目的にあるとおり、住

民の生命、身体の安全を確保することが最も重要であ

るという観点から、本ガイドラインの内容いかんにか

かわらず、現場の状況により、柔軟な対応を行うこと

が重要である。 

また、本ガイドラインでは、特に、濃厚接触者、発

熱者等の感染の疑いのある者及びそれ以外の者の対

応を記載しているが、自宅療養者等の陽性患者におい

ても、避難や屋内退避等の各種防護措置を実施する場

合があることから、災害に備え、新型コロナウイルス

感染症対策の基本的対処方針 2等及び避難所における

新型コロナウイルス感染症への対応にかかる各種通

知 3等を参考に、地方公共団体の防災担当部局と保健

福祉部局、保健所が連携し、情報共有や、あらかじめ

災害時の対応・避難方法等を決めておくことが重要で

ある。 

今般の新型コロナウイルス感染症を超えるような

感染症の蔓延時における対応等については、必要に応

じ、別途検討を行っていくこととする。  

                                                      
2 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月 28 日（令和２年５
月 25 日変更） 新型コロナウイルス感染症対策本部決定） 

3 「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応 Ｑ＆Ａ ～自治体向け～ 第２
版」（令和２年７月６日 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）
付、消防庁国民保護・防災部防災課、厚生労働省健康局結核感染症課、観光庁観光産業
課） 
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１．防護措置の実施における全般的な対応 

 

避難や一時移転等の防護措置を実施するに当たり、

他者と接する機会のある防災業務関係者は、常に感染

の危険性があることに注意すること。 

 

（１）住民への周知 

 避難等の前に検温等の健康確認（以下、「健康

確認」という）【参考１】を実施すること、避難等

に際してマスクを着用すること、一定の距離を

保つ、大声での会話は控える等の必要な感染症

対策を、あらかじめ住民へ広報すること。 

 また、健康確認【参考１】を実施し、感染の疑いが

ある場合には、保健所等へ連絡するよう、あら

かじめ住民へ広報すること。 

 

（２）防災業務関係者の感染症対策 

 防災業務関係者自身の健康管理に十分配慮す

ること。 

 防災業務関係者は、個人用防護具【参考２】を装着

する、手指消毒を徹底するなど、感染症対策に

十分配慮すること。 

 特に、不特定多数の者と接する機会のある防災

業務関係者は、マスクに加えて、その他の個人

用防護具 【参考２】を着用することが望ましい。 
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 また、新型コロナウイルス感染症は、特に、接

触感染のリスクを回避することが重要である

ことから、介添え時等において、感染リスクの

ある場所を触った場合等には、手袋を消毒、交

換する等の対策を行うこと。 

 加えて、不特定多数の者が触れる箇所や共用品

は、定期的に消毒を実施すること。 

 

（３）濃厚接触者、発熱者等の感染の疑いのある者の対応 

 濃厚接触者、発熱者等の感染の疑いのある者

（以下、「濃厚接触者等」という）の対応につい

ては、保健所等と連携し対応すること。 
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２．一時集合場所における対応 

 

本項においては、バス避難等を行う住民が一時的に

滞在する場合を想定して記載することとする（家屋の

倒壊等により自宅等での屋内退避が困難な住民が一

定期間滞在する場合については、６．屋内退避時及び

避難所における対応を参照のこと）。 

 

（１）受付での対応 

 十分な間隔を確保できる広い場所や風通しの

良い場所に受付を設置する、集合時間帯を分け

る、受付に要する時間をできるだけ短くするな

ど、密閉・密集・密接（以下、「３つの密」とい

う）を避けること。 

 全面緊急事態（ＧＥ）に至った以降は、受付を

施設内に移動するなど、放射性物質の放出に備

えること。 

 受付では、マスク着用確認、手指消毒及び健康

確認 【参考１】を実施すること。 

 

（２）施設内での対応 

 健康確認【参考１】の結果を踏まえ、濃厚接触者等

とそれ以外の者を可能な限り分けること。別部

屋で隔離できない場合は、同部屋で十分な間隔
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を確保する、間仕切り等を設置するなど、飛沫

感染の防止に努めること。 

 全面緊急事態（ＧＥ）に至った後は、扉や窓の

開放等による換気は原則行わず、放射性物質の

放出に備えること。 
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３．避難車両における対応 

 

本項においては、代表的な広域避難手段であるバス

車両における対応について記載する。 

バス車内における感染症対策については、「バスに

おける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライ

ン」4「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイ

ドライン」5も踏まえて対応すること。 

なお、船舶や鉄道、福祉車両等を用いた避難におい

ても、船舶避難においては「旅客船事業における新型

コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」6、鉄道避

難においては「鉄軌道事業における新型コロナウイル

ス感染症対策に関するガイドライン」7、及びタクシー

避難においては「タクシーにおける新型コロナウイル

ス感染予防対策ガイドライン」8など、各ガイドライン

を踏まえて対応すること。 

 

                                                      
4 「バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（第４版）」（令和２年７
月 21 日 公益社団法人日本バス協会） 

5 「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン（第２版）」（令和２年７月 21
日 貸切バス旅行連絡会） 

6 「旅客船事業における新型コロナウイルス感染予防ガイドライン（20200521一部更
新）」（令和２年５月 14 日策定 一般社団法人日本旅客船協会） 

7 「鉄軌道事業における新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライン（第２版）」
（令和２年７月８日 鉄道連絡会） 

8 「タクシーにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（第２版）」（令和２
年６月４日 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会） 
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（１）乗務員の感染防止対策 

 個人用防護具（マスク、眼の防護具、使い捨て

手袋等）【参考２】を着用すること。 

 

（２）乗車時の対応 

 自宅や一時集合場所等で乗車するまでの間に

実施した健康確認【参考１】の結果に基づき、濃厚

接触者等とそれ以外の者を分けること。 

 マスク着用確認及び手指消毒を実施すること。 

 濃厚接触者等とそれ以外の者の車両を可能な

限り分け、追加で必要となる車両の調整等を実

施すること。どうしても同乗してしまう場合は、

十分な間隔を確保する、ビニールシート等で区

切るなど、飛沫感染を防止すること。 

 乗務員と住民との距離を可能な限り離すこと。 

 特に、濃厚接触者等が乗車する車内においては、

座席を空けるなど、可能な限り、３つの密を避

けることが望ましい（自家用車による避難の際

も同様）。【参考３】 

 

（３）車内での対応 

 全面緊急事態以降に避難する場合には、放射性

物質が放出される事態に備え、ＵＰＺ内を越え

るまで、窓を閉める等を行い、原則換気は行わ

ないこと（自家用車による避難の際も同様）。  
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４．安定ヨウ素剤の緊急配布場所における対応 

 

十分な間隔を確保できる広い場所での配布や、配布

時間帯を分ける、配布に要する時間をできるだけ短く

する、住民が避難車両から降車せずに受け取ることが

可能な配布方法（車両内配布やドライブスルー方式で

の配布）を採用するなどにより、３つの密を避けるこ

と。 

 

（１）配布時の対応 

 全面緊急事態（ＧＥ）に至った以降は、必要な

防護措置 9を実施し、放射性物質の放出に備え

ること。 

 接触機会を減らすため、安定ヨウ素剤等を配布

する防災業務関係者を可能な限り限定するこ

と。 

 安定ヨウ素剤の服用にかかる注意事項等が記

載された資料を配付する、ポイントを絞って簡

潔に説明を行うなど、３つの密を避けるよう努

めること。 

  

                                                      
9 「オフサイトの防災業務関係者の安全確保に関する検討会報告書」（平成 28 年１月５
日） 
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５．避難退域時検査及び簡易除染場所における対応 

 

住民検査及び簡易除染（以下、「検査等」という）

については、バックグラウンド値等に配慮しつつ、テ

ント運営等により屋外での実施が可能な会場や十分

に換気が可能な会場を優先して選定する、検査等の順

番を待つ住民が待合スペース等に滞留しないように

するなど、３つの密を避けること。 

 

（１）検査等での対応 

 住民検査を実施する場合は、健康確認【参考１】の

結果を踏まえ、誘導員の指示により、濃厚接触

者等とその他の者の降車する順番を調整し検

査等のタイミングをずらす、検査レーンを分け

るなど、３つの密を避けること。 

 なお、乗員の代表者に対する指定箇所検査は、

代表者が車に乗った状態で「車両確認検査及び

簡易除染チーム」が行うことも可能 10であり、

住民指定箇所検査の際に人を集めないよう工

夫することにより、３つの密を避けることもで

きる。 

  

                                                      
10 「原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル」（原子力規制庁放射線
防護企画課（平成 29年 1月 30 日修正））P13 
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６．屋内退避時及び避難所における対応 

 

本項においては、３つの密の可能性が考えられる屋

内退避時及び避難所おける対応について記載する。 

避難所における新型コロナウイルス感染症への対

応については、各種通知 3に加え、「新型コロナウイル

ス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイド

ライン」11等も踏まえて対応すること。 

 

（１）屋内退避時の対応 

 放射線防護施設において屋内退避を行う場合、

全面緊急事態（ＧＥ）に至った後は、扉や窓の

開放等による換気は行わず、放射線防護設備

（陽圧化装置）を起動するなど、放射性物質の

放出に備えること。 

 ＵＰＺ内の自宅や親戚宅、医療機関や社会福祉

施設等で屋内退避を行う場合には、放射性物質

による被ばくを避けることを優先し、屋内退避

の指示が出されている間は原則換気を行わな

いこと。 

 自然災害により指定避難所で屋内退避をする

場合には、密集を避け、極力分散して退避する

                                                      
11 「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドライン（第二
版、令和２年９月７日）」（内閣府政策統括官（防災担当付参事官（地方・訓練担当）付、
消防庁国民保護・防災部防災課、厚生労働省健康局結核感染症課、環境省自然環境局総務
課長）） 
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こととし、これが困難な場合は、（ＵＰＺ内の

別の避難所ではなく、）あらかじめ準備をして

いるＵＰＺ外の避難先へ避難すること。 

 

（２）避難先決定時の対応 

 感染リスクを避けるため、必要に応じ、ＵＰＺ

外のホテルや旅館等を避難所とすることを検

討すること。 

 

（３）受付での対応 

 十分な間隔を確保できる広い場所に受付を設

置するなど、３つの密を避けること。 

 マスク着用確認及び手指消毒を実施すること。 

 健康確認 【参考１】や健康点検 【参考４】を実施する

こと。 

 健康確認【参考１】等の結果に基づき、濃厚接触者

等とそれ以外の者とは滞在スペースや動線を

分けること。なお、濃厚接触者等は、可能な限

り個室とすることが望ましい。やむを得ず、濃

厚接触者同士、あるいは発熱者等の感染の疑い

のある者同士を同室とする場合は、十分な間隔

を確保する、間仕切り等を設置するなどの工夫

をし、飛沫感染の防止に努めること。 
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（４）ＵＰＺ外の避難所内での対応 

 定期的に換気を実施すること。  
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７．参考 

 

地方公共団体が新型コロナウイルス感染症へ対応

するために要する経費については、「新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金」12の活用も可能

であることから、各地域の実情に沿って、原子力防災

における感染症対策の当面の対応の参考とされたい。 

 

  

                                                      
12 「新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた原子力防災における感染症対策について」
（令和２年８月５日 内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当）参事
官（地域防災担当）） 
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【参考１】健康確認について 

 

・検温（非接触体温計を推奨。接触型の体温計を使

用する場合は毎回消毒を実施） 

・発熱・咳等があるか、濃厚接触者であるかなど、

健康状態を口頭等により確認 

・一時集合場所等においては、簡易的な「健康確認」

に留め、可能な限り円滑に避難できるように努め

る。 
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【参考２】個人用防護具の例について 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時集合場所、避難車両、安定ヨウ素剤の緊急配布

場所等において、不特定多数の者と接する機会がある

場合は、上図内の避難所受付時の応対に準じて装着す

ること。 

なお、防災業務関係者に必要な個人用防護具につい

ては、当面の間「原子力発電施設等緊急時安全対策交

付金」の対象とするが、過剰な備蓄とならないよう各

道府県において交付申請の際に事前に配備計画を作

成する等、真に必要なものに限定すること。  

                                                      
13 「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応 Ｑ＆Ａ ～自治体向け～ 第２
版」（令和２年７月６日 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付、
消防庁国民保護・防災部防災課、厚生労働省健康局結核感染症課、観光庁観光産業課） 別
紙５ 
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【参考４】健康点検について 

 

・健康チェックリスト（例）14等を用い、健康状態等

の詳細確認 

                                                      
14 「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応 Ｑ＆Ａ ～自治体向け～ 第２
版」（令和２年７月６日 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付、
消防庁国民保護・防災部防災課、厚生労働省健康局結核感染症課、観光庁観光産業課）別
紙２ 


